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鱗灘縢溌P辮織蟠懸溌命の

上
告
人
（
原
告
）
Ｘ
が
、
所
有
し
て
い
瀦
那
馴
市
牧
志
町
一
丁
目
八
三
三
番
地
の
一
所
在
の
土
地
の
う
ち
、
一
一
一
一
一
一
・
四
一
坪
に

つ
い
て
Ｘ
と
訴
外
人
Ａ
と
の
間
に
、
い
わ
ゆ
る
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
が
あ
り
、
Ａ
は
、
本
件
土
地
上
に
木
造
茅
葺
平
家
建
一
棟
、

建
坪
一
三
坪
を
所
有
し
て
い
た
。
被
上
告
人
（
被
告
）
Ｙ
は
、
一
九
六
○
年
八
月
に
、
Ｘ
に
無
断
で
Ａ
か
ら
本
件
家
屋
の
所
有
権

と
共
に
、
借
地
権
の
譲
渡
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
一
九
六
六
年
二
月
一
四
日
到
達
の
郵
便
で
、
賃
貸
借
契
約
を
解

除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
な
し
た
。

Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
本
件
家
屋
を
収
去
し
本
件
土
地
部
分
を
明
渡
す
こ
と
を
請
求
し
て
（
そ
の
他
に
、
Ｙ
が
本
件
土
地
部
分
の
占
有
を

開
始
し
た
日
の
後
で
あ
る
一
九
六
○
年
九
月
一
日
か
ら
右
明
渡
ず
み
に
い
た
る
ま
で
、
本
件
土
地
部
分
の
質
料
に
相
当
す
る
一
日
坪
当
り
金
四
セ
ン

ト
の
割
合
に
よ
る
損
害
金
の
支
払
も
請
求
し
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
〉
本
訴
提
起
に
お
よ
ん
だ
。

そ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
本
件
家
屋
お
よ
び
土
地
部
分
の
借
地
契
約
は
、
右
譲
渡
に
つ
き
地
主
た
る
Ｘ
の
承
諾
が
あ
る
こ
と
を
停

一
九
六
九
年
一
○
月
二
四
日
琉
球
高
等
裁
判
所
判
決
（
一
九
六
九
年
㈹
第
二
号
建
物
収
去
、
土
地
明
渡
請
求
事
件
）
裁
判
所
報

第
八
○
号
（
一
九
七
○
年
五
月
一
一
五
日
）
一
○
頁
ｌ
破
棄
差
屍

〔
事
実
〕 い
わ
ゆ
る
割
当
土
地
関
係
か
ら
生
じ
た
賃
借
権
の
無
断

譲
受
人
に
借
地
法
第
一
○
条
の
買
取
請
求
権
を
認
め
た

の
は
法
令
の
解
釈
に
誤
り
が
あ
る
、
と
さ
れ
た
事
例

安
次
富

哲
雄
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止
条
件
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
Ｘ
の
解
除
権
行
使
は
権
利
の
濫
用
で
あ
り
、
ま
た
い
ず
れ
で
な
い
に

し
て
も
、
一
九
六
八
年
七
月
一
○
日
の
本
件
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
本
件
家
屋
の
買
取
を
請
求
し
た
の
で
、
本
件
家
屋
の
時
価
た

る
金
三
九
九
ド
ル
の
支
払
い
と
引
換
え
で
な
け
れ
ば
、
本
件
土
地
を
明
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
坑
弁
し
た
。

原
審
は
、
右
譲
渡
が
停
止
条
件
付
で
あ
る
旨
お
よ
び
解
除
権
の
行
使
が
権
利
濫
用
に
あ
た
る
旨
の
Ｙ
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
た
が
、
割

当
土
地
に
つ
い
て
現
時
点
で
、
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
を
排
除
す
べ
き
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
右
買
取
請
求
権
の
行
使
に
よ

り
Ｘ
Ｙ
間
に
本
件
家
屋
に
つ
い
て
売
買
が
成
立
し
た
と
同
一
の
効
果
を
生
じ
た
こ
と
に
な
る
と
し
、
家
屋
を
収
去
し
て
土
地
を
明
渡
す

べ
き
Ｙ
の
義
務
と
、
家
屋
代
金
三
九
九
ド
ル
の
支
払
義
務
は
、
同
時
履
行
の
関
係
に
あ
る
と
、
判
示
し
た
（
那
覇
地
方
裁
判
所
判
決
一

上
告
理
由
第
一
点
に
つ
い
て
…
．
：
割
当
土
地
の
制
度
は
、
終
戦
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
土
地
使
用
の
必
要
に
迫
ら
れ
な
が
ら
、
自

己
の
所
有
土
地
が
使
用
で
き
ず
、
又
、
地
主
と
借
地
契
約
を
す
る
に
も
困
難
な
状
態
に
あ
る
者
に
対
し
、
公
共
、
居
住
、
農
耕
を
目
的

と
し
た
土
地
を
地
主
の
承
諾
な
し
に
割
当
て
使
用
さ
せ
た
暫
定
的
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
割
当
土
地
上
の
家
屋
は
、
ほ
と
ん
ど

が
暫
定
的
な
、
い
わ
ゆ
る
「
規
格
住
宅
」
又
は
、
こ
れ
を
強
化
し
た
も
の
、
或
い
は
同
程
度
の
建
物
で
あ
り
、
そ
れ
で
沖
縄
群
島
割
当

土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
は
、
土
地
所
有
者
と
土
地
使
用
者
と
の
関
係
を
両
者
間
に
賃
貸
借
契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し

た
が
、
賃
貸
借
の
存
続
期
間
を
建
物
所
有
を
目
的
と
し
た
も
の
は
、
三
年
と
規
定
し
一
時
的
保
護
措
置
弁
認
め
先
。
し
か
し
て
、
沖
縄
群

べ
き
Ｙ
の
義
務
と
、
家
屋

九
六
八
年
一
一
一
月
二
日
）
。

そ
こ
で
、

第
一
点
、

第
二
点
、

〔
判
旨
〕

Ｘ
は
、
左
の
よ
う
な
理
由
で
上
告
し
た
。

原
審
判
決
が
、
本
件
建
物
の
賀
取
請
求
を
認
め
た
の
は
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。

（
省
略
）
。
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立
法
第
一
六
号
は
、
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
の
よ
う
に
第
三
者
に
対
す
る
賃
借
権
の
譲
渡
を
禁
止
す
る

旨
の
規
定
は
な
い
が
、
割
当
土
地
の
賃
借
人
は
前
示
の
よ
う
な
非
恒
久
的
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
賃
借
権
を
保
謎
す
る
必
要

か
ら
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
同
法
第
二
条
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
貸
借
は
、
土
地
所
有
者
の
承
諾
を
強
制
し

て
成
立
さ
せ
ら
れ
た
特
別
事
情
を
考
え
る
と
、
そ
の
賃
借
権
の
譲
渡
又
は
転
貸
狩
受
け
た
第
三
者
の
借
地
権
ま
で
も
保
護
す
る
趣

旨
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
第
一
六
号
第
二
条
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
借
地
上
に
存
す
潟
建

物
を
第
三
者
が
取
得
し
、
賃
借
権
の
譲
渡
又
は
転
貸
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
賃
貸
人
が
賃
借
権
の
譲
渡
又
は
転
貸
を
承
諾
し

島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
は
、
土
地
使
用
者
が
土
地
所
有
者
の
承
諾
な
し
に
、
第
三
者
に
対
し
賃
借
権
を
譲
渡
又
は

転
貸
し
た
と
き
は
そ
の
土
地
の
明
渡
を
請
求
で
き
る
旨
規
定
し
た
（
同
条
例
第
一
三
条
）
。

沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
の
廃
止
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
立
法
二
九
五
五
年
立
法
第
一
六
号
、
以
下
立
法
第

一
六
号
と
い
う
）
は
、
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
を
廃
止
し
て
新
た
に
立
法
し
、
割
当
土
地
の
賃
貸
借
関
係
に

つ
い
て
新
た
な
法
律
構
成
が
と
ら
れ
、
建
物
所
有
の
た
め
の
賃
貸
借
に
限
ら
れ
た
と
は
い
え
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
設
定
さ
れ

た
賃
貸
借
は
、
通
常
の
当
事
者
間
に
お
け
る
自
由
契
約
に
よ
る
賃
貸
借
と
は
異
な
り
、
も
と
も
と
土
地
所
有
者
と
の
間
に
な
ん
ら

の
土
地
使
用
権
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
に
よ
り
賃
借
権
を
与
え
ら
れ
た
賃
借

人
に
対
し
、
土
地
所
有
者
の
承
諾
を
強
制
し
て
優
先
的
に
賃
借
権
を
取
得
す
る
権
利
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
立
法
第

一
六
号
が
そ
の
制
定
当
時
に
お
い
て
も
な
お
、
割
当
土
地
の
賃
借
人
の
住
居
を
保
識
す
る
必
要
か
ら
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が

割
当
土
地
の
賃
借
人
は
、
ほ
と
ん
ど
が
従
来
の
「
規
格
住
宅
」
、
又
は
、
こ
れ
を
強
化
し
た
も
の
或
い
は
同
程
度
の
家
屋
に
居
住

し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
第
二
条
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
も
ま
た
右
の
よ
う
な
建
物
所
有
を
目
的
と
し
た
も
の
と

い
》
え
る
。
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三
判
示
点
の
具
体
的
検
討
の
作
業
に
着
手
す
る
前
に
、
い
わ
ゆ
昂
割
当
土
地
賃
借
樅
の
特
殊
的
小
梢
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
過
程
を
経
て
来
た
か
を
概
観
し
て
み
よ
う
（
砂
川
「
戦
後
沖
純
の
借
地
法
制
ｌ
割
当
土
地
制
度
を
中
心
と
し
て
」
、

琉
大
法
学
六
号
五
一
頁
以
下
、
同
「
割
当
土
地
法
の
改
正
－
そ
の
経
過
と
問
越
点
」
琉
大
法
学
八
号
四
五
頁
以
下
、
安
次
窟
「
沖
細
の
戦
後
の
土
地
法
制
」

法
律
時
報
四
一
一
巻
五
号
七
○
頁
以
下
に
現
行
法
に
至
る
ま
で
の
変
遷
過
程
と
各
時
期
の
法
制
の
問
題
点
が
論
じ
ら
れ
て
い
ろ
）
。

｜
判
旨
は
妥
当
で
な
い
。

二
判
旨
は
、
割
当
土
地
関
係
か
ら
生
じ
た
賃
借
権
（
以
下
割
当
土
地
賃
借
権
と
い
う
）
の
無
断
譲
受
人
に
は
、
借
地
法
（
大
正
一
○
年

法
四
九
号
）
第
一
○
条
の
建
物
貢
取
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一

に
、
「
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
の
廃
止
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
立
法
」
（
一
九
五
五
年
六
月
三
○
日
立
法
一
六
号
、

以
下
割
当
土
地
法
と
い
う
）
は
、
賃
借
人
の
非
恒
久
的
建
物
（
い
わ
ゆ
る
「
規
格
住
宅
」
ま
た
は
こ
れ
を
強
化
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
程

度
の
家
屋
）
の
所
有
と
目
的
と
す
る
賃
借
権
を
保
護
す
る
必
要
か
ら
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
割
当
土
地
法
第
二
条

に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
貸
借
は
、
土
地
所
有
者
の
承
諾
を
強
制
し
て
成
立
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
特
殊
耶
怖
が
あ
る
こ
と
。

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
賃
貸
人
に
対
し
そ
の
建
物
の
買
取
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
Ｙ
が
本
件
割
当
土
地
の
賃
借
人
Ａ
か
ら
賃
借
地
上
の
本
件
家
屋
を
買
受
け
、
賃
借
権
の
譲
渡
を
受
け
た

が
、
賃
貸
人
た
る
Ｘ
が
こ
れ
を
承
諾
し
な
い
と
し
て
、
本
件
家
屋
の
買
取
を
請
求
し
た
こ
と
に
対
し
、
原
判
決
が
借
地
法
第
一
○
条
を

適
川
し
て
Ｙ
の
家
屋
買
取
論
求
を
認
容
し
た
趣
旨
の
認
定
を
し
た
の
は
、
法
律
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
結
局
、
論
同
は
理
由
が
あ
り
、
原
判
決
は
こ
の
点
に
お
い
て
破
棄
を
免
れ
な
い
。

〔
研
究
〕



163 いわゆる割当土地関係から生じた賃借権の無断譲受

縦繍驚P露iii辮瑠難織ﾃﾞの

割
当
土
地
制
度
は
、
終
戦
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、
一
方
で
は
生
活
再
建
の
た
め
土
地
使
用
の
必
要
に
迫
ら
れ
な
が
ら
、
自
己

の
所
有
地
が
使
胴
で
き
ず
（
自
己
の
所
有
地
を
有
し
な
い
場
合
と
、
自
己
の
所
有
地
を
有
す
る
が
、
そ
れ
が
米
躯
に
接
収
さ
れ
た
為
使
用
で
き

な
い
場
合
と
を
含
む
）
、
他
万
、
土
地
所
有
権
関
係
が
皆
目
不
明
の
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
地
主
と
の
間
に
、
利
用
権
を
設
定
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
情
の
下
で
と
わ
れ
た
特
別
緊
急
措
置
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
使
用
す
べ
き
土
地
を
有

し
な
い
者
に
対
し
、
公
共
，
居
住
、
農
耕
目
的
の
た
め
に
地
主
の
承
諾
な
し
に
、
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
ま
た
は
市
町
村
長
が
土
地

を
割
当
て
使
川
と
許
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
一
年
四
月
一
日
付
で
、
土
地
所
有
権
が
認
定
さ
れ
た
の
で
、
か
か
る

割
当
土
地
利
用
者
が
、
土
地
所
有
者
か
ら
、
明
渡
請
求
を
さ
れ
る
事
態
を
防
止
す
る
た
め
に
、
米
国
民
政
府
は
同
年
四
月
一
六
日

特
別
布
告
第
四
号
「
土
地
所
有
権
に
つ
い
て
」
を
制
定
し
、
四
月
一
日
に
遡
及
し
て
適
川
し
た
。
同
特
別
布
告
は
、
同
年
四
月
一

日
か
ら
、
六
ヶ
月
の
暫
定
期
間
を
限
っ
て
、
割
当
土
地
利
用
に
関
し
て
、
現
状
維
持
に
よ
る
保
護
を
与
え
局
布
告
一
条
一
項
）
、
そ

れ
と
同
時
に
、
沖
縄
群
島
政
府
が
割
当
土
地
関
係
規
制
の
た
め
の
法
制
定
を
為
す
こ
と
を
促
し
た
同
布
告
二
条
）
。

特
別
布
告
第
四
号
の
委
任
を
受
け
た
沖
縄
群
島
政
府
は
、
一
九
五
一
年
九
月
二
八
日
、
「
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時

処
理
条
例
」
二
九
五
一
年
沖
紳
群
島
条
例
五
五
号
、
以
下
割
当
土
地
条
例
と
い
う
）
を
制
定
し
、
同
年
一
○
月
一
日
か
ら
施
行
し
た
。

割
当
土
地
条
例
で
は
、
割
当
土
地
所
有
者
と
利
用
者
間
の
関
係
を
一
九
五
一
年
四
月
一
日
に
遡
っ
て
、
両
者
間
に
賃
貸
借
契
約
が

締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
（
同
条
例
二
条
）
、
借
地
権
存
続
期
間
を
建
物
所
有
の
場
合
三
年
、
農
耕
そ
の
他
の
場
合
一
年
六
ヶ
月

と
規
定
し
た
（
同
条
例
三
条
）
。
し
か
し
、
建
物
所
有
と
目
的
と
す
る
土
地
の
場
合
、
三
年
の
借
地
権
存
続
期
間
は
、
災
害
以
外
の

事
由
に
よ
る
建
物
滅
失
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
同
条
例
四
条
）
。
ま
た
、
特
別
布
告
第
四
号
第
一
条
二
項
と
同
様

に
、
賃
借
権
の
無
断
譲
渡
・
転
貸
、
使
用
目
的
の
変
更
、
現
在
占
有
し
て
い
る
土
地
と
同
様
に
使
用
で
き
る
土
地
を
有
す
る
に
至

っ
た
と
き
、
土
地
を
濫
用
し
た
と
き
は
、
地
主
は
土
地
の
明
渡
請
求
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
お
い
た
（
同
条
例
一
一
一
一
条
。
な
お
同
趣
旨
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の
規
定
は
、
特
別
術
告
四
号
一
条
二
項
に
も
置
か
れ
て
い
た
）
。
こ
の
割
当
土
地
条
例
に
定
め
た
三
年
の
期
間
が
満
了
に
近
づ
い
た
一
九
五
四

年
一
一
一
月
五
日
、
米
国
民
政
府
は
、
布
令
第
一
○
三
号
と
発
し
、
建
物
所
有
と
目
的
と
す
る
割
当
土
地
賃
借
権
の
存
続
期
間
を
三
ケ
月
延

長
し
局
布
令
一
項
）
、
そ
の
間
に
、
琉
球
政
府
立
法
院
と
し
て
、
さ
ら
に
期
間
延
長
の
必
要
性
の
有
無
に
つ
い
て
考
慮
し
決
定
さ
る
せ

こ
と
に
し
た
（
同
布
令
一
一
項
）
。
そ
こ
で
、
立
法
院
は
、
同
年
六
月
一
八
日
「
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
立
法
（
一
九
五
四
年
立
法
一
一
号
）
を
制
定
し
、
従
来
の
「
三
年
」
を
「
四
年
一
一
一
月
」
に
改
め
、
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
割

当
土
地
賃
借
権
に
限
り
存
続
期
間
を
、
一
九
五
五
年
六
月
末
日
ま
で
と
し
た
（
た
だ
し
、
農
耕
そ
の
他
を
目
的
と
す
る
場
合
は
、
何
ら
の
改
正

も
な
さ
れ
ず
、
当
初
の
一
年
六
月
の
ま
ま
で
、
一
九
五
一
一
年
九
月
末
日
を
も
っ
て
消
滅
し
た
）
。

割
当
土
地
条
例
に
よ
る
借
地
権
の
期
間
が
満
了
す
る
一
九
五
五
年
六
月
三
○
日
、
「
沖
縄
群
島
割
当
土
地
に
関
す
る
臨
時
処
理
条
例

の
廃
止
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
立
法
」
（
一
九
五
五
年
立
法
一
六
号
）
が
制
定
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
割
当
土

地
法
は
、
借
地
権
の
存
続
期
間
を
さ
ら
に
に
一
○
年
延
長
し
同
法
四
条
）
、
割
当
土
地
利
用
関
係
に
つ
い
て
、
割
当
土
地
条
例
と
は
基
本

的
に
異
な
っ
た
法
的
構
成
を
試
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
割
当
土
地
賃
借
人
は
、
一
九
五
五
年
七
月
一
日
を
も
っ
て
土
地
所
有
者
に
対

し
建
物
所
有
の
目
的
を
以
て
、
そ
の
土
地
の
賃
貸
借
契
約
を
申
込
ん
だ
も
の
と
み
な
し
（
同
法
二
条
一
項
）
、
土
地
所
有
者
が
二
ケ
月
以

内
に
拒
絶
の
意
思
表
示
を
し
な
い
限
り
、
こ
の
申
込
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
法
二
条
三
項
）
契
約
成
立
を
は
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
「
土
地
所
有
者
は
、
自
ら
の
住
居
に
供
す
べ
き
建
物
所
有
の
目
的
で
そ
の
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
場
合
、
そ
の
他

正
当
な
事
由
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
第
一
項
の
申
出
を
拒
絶
で
き
な
い
」
同
法
二
条
四
項
）
と
し
て
、
所
有
者
が
拒
絶
の
意
思
表
示

を
な
す
に
つ
い
て
制
限
を
加
え
た
。
さ
ら
に
、
滅
失
建
物
の
新
築
に
よ
る
期
間
延
長
の
親
定
を
お
い
て
い
る
同
法
四
条
二
項
）
。
こ
の

割
当
土
地
法
は
、
一
九
六
五
年
六
月
二
二
日
、
立
法
二
七
号
に
よ
り
一
部
改
正
さ
れ
、
同
法
第
四
条
の
一
○
年
は
、
一
一
年
に
改
め
ら

れ
た
。
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つ
づ
い
て
、
こ
の
割
当
土
地
法
は
、
一
九
六
六
年
八
月
一
○
日
、
一
部
改
正
（
立
法
一
一
七
号
）
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
割

当
土
地
法
第
二
条
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
賃
借
権
の
存
続
期
間
は
、
同
年
八
月
三
一
日
を
も
っ
て
満
了
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
（
同
法

三
条
）
、
ま
た
、
同
年
八
月
一
一
一
一
日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る
割
当
土
地
賃
借
権
に
つ
い
て
は
、
借
地
法
に
基
づ
く
賃
借
権
と
み
な

し
て
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
、
借
地
法
が
通
用
さ
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
（
同
法
六
条
の
一
一
第
一
項
）
。

要
す
る
に
、
戦
後
の
混
乱
の
急
場
を
救
済
す
る
た
め
に
土
地
所
有
者
の
意
思
を
無
視
し
て
、
高
権
的
に
緊
急
措
置
的
に
な
さ
れ

た
割
当
土
地
利
用
関
係
は
、
所
有
権
認
定
に
よ
る
私
法
秩
序
回
復
と
調
和
す
る
よ
う
、
割
当
土
地
条
例
に
よ
り
、
い
わ
ば
法
定
賃

貸
借
契
約
と
も
い
う
べ
き
関
係
を
擬
制
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
割
当
土
地
条
例
の
下
で
も
、
両
当
事
者
の
意
思
を
全
く
無
視
し
て

契
約
関
係
を
法
上
当
然
に
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
次
の
割
当
土
地
法
の
下
で
は
、
よ
り
本
来
的
意
味
に
お
け
る
契
約
的
法
柿

成
に
移
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
賃
借
人
か
ら
の
申
込
（
擬
制
）
と
、
こ
れ
に
対
す
る
地
主
の
承
諾
（
擬
制
）
と
い
う

契
約
的
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
土
地
所
有
者
が
一
一
ヶ
月
以
内
に
正
当
事
由
に
基
づ
き
申
込
を
拒
絶
し
な
い
限
り
、
承
諾
を
擬
制

さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
の
諾
否
決
定
の
自
由
は
、
制
限
さ
れ
て
い
ろ
）
。
こ
れ
ま
で
の
推
移
を
み
て
も
、
法
は
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係

を
、
現
行
私
法
制
度
に
よ
り
一
層
調
和
す
る
よ
う
な
形
に
変
え
て
、
そ
の
存
続
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

し
て
、
つ
い
に
は
、
立
法
第
二
七
号
に
よ
り
、
借
地
法
の
適
用
下
に
置
か
れ
る
に
い
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

四
現
行
割
当
土
地
法
の
下
で
は
、
か
よ
う
な
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
に
、
一
般
的
に
い
っ
て
借
地
法
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
、
一
九
六
六
年
八
月
一
○
日
の
立
法
第
二
七
号
に
よ
る
改
正

が
な
さ
れ
る
以
前
の
法
状
態
で
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
法

だ
か
ら
で
あ
る
。

か
っ
て
、
裁
耐
裁
判
所
は
、
判
決
の
傍
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
借
地
法
第
四
条
二
項
に
基
づ
く
建
物
買
取
請
求
権
に
つ
い
て
、
左



価
の
如
く
述
べ
て
否
定
的
に
解
し
た
。
「
…
…
借
地
法
第
四
条
（
は
）
…
…
所
謂
貴
取
請
求
権
を
借
地
権
者
に
与
え
て
い
る
。
斯
ろ
規
定

の
あ
る
以
上
は
、
仮
令
土
地
所
有
者
に
お
い
て
土
地
を
利
用
す
る
正
当
な
事
由
が
あ
っ
て
、
更
新
請
求
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
の
で

き
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
買
取
請
求
権
の
為
、
異
議
を
な
す
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
そ
の
家
屋

等
が
、
自
分
に
は
不
用
で
あ
り
、
又
は
買
取
る
に
は
余
り
に
も
高
価
で
あ
る
等
の
場
合
）
か
ら
、
立
法
第
一
六
号
に
斯
る
規
定
を
捜
入
し
な
か
っ

た
の
は
結
局
串
出
を
拒
絶
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
土
地
所
有
者
の
意
思
を
軍
祝
し
た
一
つ
の
理
由
と
み
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ

る
し
、
或
は
こ
の
規
定
を
社
会
経
済
上
の
見
地
か
ら
の
規
定
と
み
た
と
し
て
も
、
結
局
右
と
同
様
で
、
当
地
の
現
状
に
お
い
て
は
社
会

、
経
済
上
の
見
地
か
ら
の
斯
様
な
家
屋
保
存
の
必
要
を
認
め
ず
、
専
ら
土
地
所
有
者
の
事
情
を
重
く
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ

く １号
ろ
」
（
琉
球
上
訴
裁
判
所
判
決
一
九
五
八
年
九
月
五
日
、
琉
球
上
訴
裁
判
所
判
例
集
六
巻
五
○
頁
）
。
》
）
の
判
決
は
、
一
般
的
に
割
当
土
地
賃
貸

辺
借
関
係
に
は
、
民
法
、
借
地
法
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ
る
余
地
が
な
い
も
の
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
借
地
法
第
四
条
の
建

識物買取請求権について、割当土地賃貸借関係の特殊性からみて、問題を否定的に解していると理解すべきであ沼。
法
学
説
は
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
は
、
通
常
の
借
地
関
係
と
は
異
な
る
特
殊
な
側
面
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
法
律
的
形
態
は
、

砿やはり建物所有を目的とする土地の賃貸借に相違ないので、建物保護法や借地法さらには民法等の事項的適用範囲
に
も
包
含
さ
れ
る
か
ら
、
一
次
的
に
は
、
立
法
第
一
六
号
の
適
用
を
受
け
る
が
、
同
立
法
で
特
に
規
定
し
て
い
な
い
事
項
に
関
し
て
は
、

二
次
的
に
借
地
関
係
に
つ
い
て
の
一
般
法
た
る
前
記
諸
法
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
（
砂
川
「
戦
後
沖
縄
の
借
地
法
制
－
割
当
土
地
制
度
を
中
心

と
し
て
Ｉ
」
流
大
法
学
六
号
八
一
頁
以
下
）
。

割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
も
、
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
土
地
の
賃
貸
借
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
借
地
法
、
民
法
等
の
適
用
を
受
け

る
本
来
の
土
地
の
賃
貸
借
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
は
特
殊
な
面
を
有
す
る
の
で
割
当
土
地

法
と
い
う
特
別
法
で
規
制
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
を
肯
定
的
に
解
し
て
い
る
前
掲
学
説
は
妥
当
で
あ
る
。
形



167 いわゆる割当土地関係から生じた賃借権の無断譲受
人に借地法第10条の買取讃求権を認めたのは法令の
解釈に誤りがある、とされた事例（安次富哲雄）

五
⑪
判
旨
は
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
に
、
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
が
な
い
旨
の
結
論
を
導
く
た
め
の
理
由
と
し
て
、

第
一
に
、
割
当
土
地
法
は
、
割
当
土
地
の
賃
借
人
の
非
恒
久
的
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
賃
借
権
を
保
護
す
る
必
要
か
ら
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

た
し
か
に
、
割
当
土
地
の
上
に
存
す
る
建
物
は
、
粗
末
な
ト
タ
ン
葺
、
茅
葺
の
家
屋
が
大
部
分
で
、
瓦
藻
、
ブ
ロ
ッ
ク
建
家
屋

は
き
わ
め
て
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
建
物
の
耐
久
性
の
有
無
は
、
借
地
権
の
存
続
期
間
と
は
関
係
を
有
す
る
が
、
借
地

法
第
一
○
条
の
建
物
買
取
請
求
権
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
り
得
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

問
題
は
、
借
地
法
第
二
条
以
下
の
期
間
保
護
の
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
一
時
借
地
権
（
借
地
法
九
条
）
に
あ
た
ら
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
時
借
地
権
に
は
、
借
地
法
第
四
条
二
項
の
み
な
ら
ず
、
第
一
○
条
も
適
用
さ
れ
な
い
と
す

る
の
が
判
例
（
大
判
昭
和
五
年
一
一
一
月
一
一
一
日
新
聞
三
一
一
五
二
号
一
○
一
頁
、
大
判
昭
和
七
年
六
月
一
一
一
日
民
集
一
一
九
八
頁
、
最
判
昭
和
一
一
九
年
七

月
一
一
○
日
民
集
八
巻
一
四
一
五
頁
、
最
判
昭
和
一
一
一
一
一
年
一
一
月
一
一
七
日
民
集
一
一
一
巻
三
一
一
一
○
○
頁
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
支
持
す
る
説
（
戒
能
。

式
的
に
い
え
ば
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
は
、
割
当
土
地
法
に
特
別
な
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
割
当
土
地
の
特
殊
性
か
ら
、
特

に
借
地
法
、
民
法
等
の
適
用
を
排
除
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
結
局
、
こ
れ
ら
法
律
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
具
体
的
に
は
、
借
地
法
等
の
各
条
項
の
趣
旨
と
の
関
係
で
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
の
特
殊
事
情
に
よ
る
適
用

排
除
の
有
無
が
個
別
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
割
当
土
地
法
は
、
割
当
土
地
賃
借
権
の
譲
渡
、
転
貸
に
対
し
、
賃
貸
人
の
承
諾
な
き
場
合
に
関
し
て
規
定
を
欠
い

て
い
る
。
こ
れ
は
、
立
法
上
の
空
白
と
し
て
、
民
法
第
六
一
二
条
お
よ
び
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ

れ
を
否
定
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
本
件
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
し
て
、
は
じ
め
て
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
判

例
で
あ
る
。
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借
地
借
家
法
九
六
頁
、
後
藤
・
借
地
借
家
（
借
地
篇
）
一
一
一
二
一
頁
、
我
妻
・
債
権
各
論
（
中
の
一
）
四
九
七
頁
、
広
橋
「
借
地
人
の
建
物
賀
取
請
求
権
」

契
約
法
大
系
Ⅲ
一
九
頁
、
関
口
「
一
時
賃
貸
借
」
契
約
法
大
系
Ⅲ
一
一
一
三
一
一
頁
）
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
借
地
法
九
条
の
「
臨
時
設
備

其
ノ
他
一
時
使
用
ノ
為
借
地
権
ヲ
設
定
シ
タ
ル
コ
ト
明
ナ
ル
場
合
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
判

例
も
一
一
つ
の
考
え
方
の
も
の
に
分
れ
て
い
る
（
星
野
・
借
地
借
家
法
（
法
律
学
全
集
）
一
一
四
、
一
一
五
頁
）
。
そ
の
一
は
、
当
事
者
の
意
思
を

基
準
に
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
「
賃
貸
借
を
短
期
間
に
限
っ
て
存
続
さ
せ
る
合
意
が
あ
っ
た
と
認
む
く
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

」
（
大
阪
高
判
昭
和
一
一
一
一
年
五
月
一
一
一
一
日
下
級
民
集
七
巻
五
号
一
一
一
一
一
一
五
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
○
年
二
月
二
一
一
一
日
東
京
高
崎
報
一
巻
二
号
一
一
一
一
頁
）
や

賃
貸
人
が
一
時
賃
貸
借
と
し
た
い
と
す
る
意
思
を
賃
借
人
が
「
知
り
且
つ
こ
れ
を
承
諾
し
て
」
い
た
こ
と
（
高
松
高
判
昭
和
一
一
九
年
一
一
一

月
一
一
七
日
‐
妓
判
脳
杣
一
一
一
一
一
年
二
月
七
日
鶴
集
一
一
巻
二
四
○
頁
の
原
判
決
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
借
地
法
の
関
係
規
定
を
適

用
す
る
必
要
性
の
有
無
と
い
う
純
客
観
的
見
地
か
ら
判
断
せ
よ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
建
物
使
用
の
目
的
態
様
か
ら
み
て
、

借
地
人
を
賃
貸
借
の
期
間
の
上
か
ら
保
謎
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
が
、
積
極
的
に
社
会
観
念
上
明
日
に
認
め
ら
れ
る
」
か
否
か
を
問
題

に
す
る
も
の
で
あ
る
（
大
阪
高
判
昭
和
一
一
九
年
九
月
一
一
一
日
高
裁
民
集
七
巻
六
○
五
頁
）
。
結
局
、
一
時
借
地
権
と
い
う
概
念
の
意
味
は
、
借
地

法
第
二
条
な
い
し
第
八
条
の
二
（
一
時
借
地
権
に
は
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
も
な
い
と
す
る
判
例
、
学
説
に
立
て
ば
、
一
○
条
も
含
む
）
の
適
用

が
な
い
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
要
す
る
に
そ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
認
め
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
借
地
法
の
関
係
規
定
を
適
用
す
る
必
要
性
の
有
無
と
い
う
客
観
的
見
地
か
ら
判
断
す
べ
し
と
す
る
立
場
が
正
当
で
あ
ろ
う

（
広
瀬
・
借
地
借
家
法
（
法
律
学
体
系
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
編
型
一
五
○
頁
、
星
野
。
借
地
借
家
法
一
一
五
頁
）
。
そ
う
だ
と
す
る
と
〈
割
当
土
地
賃

借
権
は
、
再
三
に
わ
た
る
期
間
延
長
に
よ
り
存
続
が
は
か
ら
れ
て
き
て
お
り
、
つ
い
に
、
’
九
六
六
年
九
月
一
日
以
後
は
、
借
地
法
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
と
く
に
、
割
当
土
地
法
に
至
っ
て
は
、
契
約
的
注
構
成
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
賃
貸
借
関

係
を
基
礎
と
し
て
宅
地
の
社
会
的
利
用
関
係
の
合
理
的
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
趣
旨
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
割
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割
当
土
地
条
例
第
一
三
条
で
は
、
譲
渡
・
転
貸
の
場
合
（
第
一
号
）
、
使
用
目
的
を
変
更
し
た
場
合
（
第
二
号
）
、
他
に
使
用
で

き
る
土
地
を
有
す
る
場
合
（
第
三
号
）
、
割
当
て
ら
れ
た
土
地
を
濫
用
し
た
場
合
（
第
四
号
）
の
い
ず
れ
か
の
事
由
が
あ
系
と
き
は

地
主
か
ら
土
地
明
渡
を
請
求
し
う
る
闇
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
割
当
土
地
法
に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
規
定
は
、
見
当
ら
な
い
。
こ
・

の
こ
と
ば
、
譲
渡
、
転
貸
等
を
自
由
に
許
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
法
た
る
民
法
の
適
用
に
よ
り
解
決
す
る
趣
旨
と
解
さ

れ
る
（
三
号
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
民
法
に
よ
っ
て
は
、
明
渡
請
求
で
き
な
い
が
、
か
よ
う
な
場
合
に
は
、
明
渡
請
求
で
き
な
い
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
割
当
土
地
法
二
条
四
項
、
借
地
法
四
条
の
「
正
当
の
事
由
」
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
）
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
本

件
の
よ
う
な
割
当
土
地
借
地
人
に
よ
る
借
地
権
の
譲
渡
に
つ
き
地
主
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
民
法
鉱
六
一
二
条
に
よ
り
、

地
主
は
、
賃
貸
借
契
約
を
解
除
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
、
譲
受
人
は
、
敷
地
を
利
用
す
る
権
利
が
な
い
た
め
、
結
局

そ
の
建
物
を
収
去
し
て
敷
地
を
明
渡
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
借
地
法
第
一
○
条
は
、
賃
貸
人
が
借
地
権
の
譲
渡
等
を

承
諾
し
な
い
場
合
に
は
、
建
物
を
時
価
で
買
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
賃
貸
人
の
承
諾
を
間
接
に

強
制
し
て
事
実
上
、
賃
借
人
に
譲
渡
権
を
与
え
、
投
下
資
本
の
回
収
を
容
易
に
し
、
か
つ
、
建
物
の
保
謹
を
は
か
る
と
い
う
社
会

経
済
上
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
広
橘
」
借
地
人
の
建
物
買
取
請
求
」
権
契
約
法
大
系
Ⅲ
一
九
頁
、
注
釈
民
法
㈹
三
七
四

頁
以
下
は
社
会
経
済
上
の
立
場
か
ら
の
建
物
の
保
護
と
い
う
機
能
を
中
心
に
み
る
の
に
反
し
、
星
野
・
借
地
借
家
法
一
一
○
七
頁
、
三
五
一
一
一
頁
は
投
下

当
土
地
賃
借
権
は
、
借
地
法
の
期
間
保
護
の
規
定
等
を
適
用
し
な
く
て
も
よ
い
も
の
、
あ
る
い
は
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
一
時
借
地
権
に
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。

次
に
、
割
当
土
地
賃
借
権
が
一
時
借
地
権
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
非
恒
久
的
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
借
地
権

で
あ
る
と
い
う
特
殊
事
情
の
故
に
、
借
地
法
第
一
○
条
の
趣
旨
か
ら
み
て
、
適
用
を
排
除
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
検
討
す
后
必
要

が
あ
る
。
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割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
の
沿
載
で
み
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
、
地
主
の
側
の
自
由
意
思
が
多
か
れ
少
な
か
れ
無
視
さ
れ
た
と
い
う
珈

怖
は
、
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
割
当
土
地
条
例
の
下
に
お
い
て
は
蝋
著
で
あ
っ
た
が
、
割
当
土
地
法
に
お
い
て

は
、
大
分
薄
ら
い
で
、
本
来
の
自
由
契
約
的
な
賃
貸
借
関
係
に
接
近
し
て
来
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
立
法
で
は
従
来
の
賃
借
人
か

ら
地
主
に
対
し
、
新
た
に
賃
貸
借
の
申
込
を
し
た
も
の
と
み
な
し
た
上
で
（
申
込
の
擬
制
－
申
込
の
撤
回
ま
で
禁
じ
た
趣
旨
と
は
解
さ
れ
な
い

の
で
、
申
込
に
つ
い
て
は
強
制
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
）
、
こ
れ
に
対
す
る
地
主
の
諾
否
決
定
の
自
由
を
認
め
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
地
主
の
諾
否
決
定
の
自
由
と
い
っ
て
も
、
「
正
当
の
事
由
」
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
二
ヶ
月
以
内
に
限
り

拒
絶
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
（
割
当
土
地
法
二
条
三
、
四
項
）
。
従
っ
て
、
二
ヶ
月
以
内
に
、
「
正
当
の
事
由

」
に
基
づ
い
て
拒
絶
の
意
思
表
示
を
し
な
い
限
り
、
た
と
え
諾
否
の
意
思
が
不
明
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
承
諾
を
擬
制
さ
れ
る
（
割
当

土
地
法
二
条
三
項
）
。
要
す
る
に
、
割
当
土
地
法
の
下
に
お
い
て
は
、
諾
否
決
定
の
自
由
に
制
約
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
全
く
地
主
の
意

資
本
の
若
干
の
回
収
を
重
く
み
ろ
）
。
割
当
土
地
上
の
建
物
が
、
一
般
の
建
物
に
比
し
て
、
概
し
て
堅
固
さ
に
お
い
て
劣
り
、
投
下
資
本

額
も
比
較
的
少
な
い
の
が
多
い
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ
る
と
し
て
も
、
割
当
土
地
借
地
人
の
有
す
る
借
地
権
の
譲
渡
を
全
く
否
定
し

投
下
資
本
回
収
の
機
会
を
奪
う
と
い
う
こ
と
は
、
沿
革
上
、
借
地
人
の
保
護
が
強
化
さ
れ
て
来
た
趣
旨
に
も
反
す
る
し
、
ま
た
、
耐
用

年
限
の
残
っ
て
い
る
建
物
を
み
す
み
す
収
去
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
社
会
経
済
上
の
見
地
か
ら
是
認
せ
ら
れ
な
い
で
あ
る

以
上
み
て
来
た
よ
う
に
、
本
件
が
掲
げ
て
い
る
非
恒
久
的
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る
か
ら
と
い
う
理
由
は
、
借
地
法
第
一
○
条
の

適
用
を
排
除
す
る
に
十
分
な
特
殊
事
情
と
は
解
さ
れ
な
い
。

②
判
旨
は
、
第
二
の
理
由
と
し
て
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
は
、
土
地
所
有
者
の
承
諾
を
強
制
し
て
成
立
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
特

②
判
旨
は
、
》

珠
事
情
を
掲
げ
る
。

｝
フ
◎
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恩
と
無
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
割
当
土
地
世
惜
人
保
謹
の
見
地
か
ら
、
客
観
的
要
件
に
よ
る
制
約
が
課
さ
れ
て
い
た
と
解
す
べ

き
で
あ
る
）
さ
ら
に
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
が
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
に
お
い
て
、
地
主
の
意
思
（
お
よ
び
事
情
）
を
全
く
無

視
し
、
割
当
土
地
賃
借
人
（
利
用
者
）
の
側
の
必
要
性
の
み
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
弊
害
は
、
割
当

土
地
法
下
の
賃
貸
借
へ
の
移
行
に
際
し
て
、
「
正
当
の
事
由
」
の
活
用
に
よ
り
大
部
分
、
治
癒
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
割
当
土
地
賃
借
人
の
側
で
、
劉
当
土
地
以
外
に
住
む
べ
き
土
地
家
屋
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
り
し

て
も
は
や
割
当
土
地
制
度
の
そ
も
そ
も
の
存
在
理
由
た
る
割
当
土
地
賃
借
人
の
生
活
基
醗
保
謹
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
て
い

た
り
、
ま
た
地
主
側
に
、
そ
の
土
地
を
使
用
す
る
必
要
性
が
大
で
あ
る
等
の
事
情
を
、
「
正
当
の
事
由
」
の
中
で
考
慮
し
得
た

さ
ら
に
、
罹
災
都
巾
借
地
借
家
臨
時
処
理
状
第
一
一
条
お
よ
び
卵
九
条
に
よ
っ
て
強
制
的
に
設
定
さ
せ
ら
れ
る
賃
貸
借
関
係
、
す

な
わ
ち
、
戦
災
ま
た
は
疎
開
で
滅
失
し
た
建
物
の
滅
失
当
時
の
借
家
人
便
そ
の
土
地
の
所
有
箸
に
対
し
、
こ
の
注
律
施
行
の

日
か
ら
一
一
箇
年
以
内
に
建
物
所
有
の
目
的
で
賃
借
の
申
出
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
薪
に
優
先
し
て
、
相
当
な
借
地
条
件

で
、
そ
の
土
地
を
賃
借
す
る
こ
と
が
で
き
る
同
法
一
一
条
一
項
）
。
土
地
所
有
者
は
、
建
物
所
有
の
目
的
で
、
自
ら
使
用
す
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
場
合
そ
の
他
正
当
の
歌
曲
が
あ
る
場
合
に
し
か
拒
絶
の
意
思
表
示
を
な
し
え
な
い
が
、
も
し
拒
絶
の
意
思
表
示
を

し
な
け
れ
ば
、
一
一
一
週
間
の
期
間
満
了
時
に
、
申
出
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
同
法
一
一
条
一
一
一
項
。
な
お
、
同
法
二
条
は
、
同
法

一
一
五
の
一
一
で
、
法
律
で
定
め
る
火
災
・
炭
災
・
風
水
害
そ
の
他
の
災
惑
で
建
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
）
。
こ
の
罹
災
都
市
借

地
借
家
臨
時
処
理
法
の
第
一
一
条
等
に
よ
る
借
地
権
設
定
の
強
制
と
、
割
当
土
地
法
第
二
条
に
よ
る
借
地
権
設
定
の
強
制
と
は
、
類
似

し
た
柵
成
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
で
は
、
借
地
柿
の
設
定
申
込
を
な
し
う
る
譜
は
、
か
っ
て

の
借
家
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
割
当
土
地
拭
で
は
、
従
前
か
ら
の
割
当
土
地
賃
借
人
（
こ
の
賃
借
人
は
、
割
当
土
地
条
例
に
よ
り
、

た
り
、
ま
た
、

か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
唖
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六
判
旨
が
掲
げ
て
い
る
二
点
の
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
の
特
殊
事
情
は
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
に
借
地
法
第
一
○
条
が
適
用
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
の
点
で
は
、
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
を
肯
定
し
て

い
る
原
審
の
方
が
妥
当
で
あ
っ
た
。

な
お
、
一
九
六
六
年
八
月
一
○
日
の
立
法
第
二
七
号
に
よ
り
、
割
当
十
一
地
賃
借
権
に
つ
い
て
も
、
借
地
法
（
大
正
十
年
法
律
第
四
九

号
）
で
い
う
賃
借
権
と
み
な
し
て
、
一
九
六
六
年
九
月
一
日
か
ら
借
地
法
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
規
定
（
割
当
土
地
法
六
条
の
一
一
）
が
置
か

れ
た
の
で
、
割
当
土
地
賃
貸
借
関
係
に
は
借
地
法
第
一
○
条
を
適
用
し
な
い
と
す
る
本
件
の
立
場
は
、
な
お
一
層
妥
当
性
を
失
う
こ
と

土
地
の
賃
貸
借
を
法
定
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
の
起
源
は
、
土
地
所
有
者
の
意
思
を
無
視
し
て
高
権
的
に
土
地
の
使
用
を
許
さ
れ
た
者
で
あ
る
）

と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
差
異
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
土
地
所
有
者
の
諾
否
決
定
の
自
由
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
何
等
本
質
的

差
異
を
見
い
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
る
に
、
か
よ
う
に
土
地
所
有
者
の
意
思
を
強
制
し
て
設
定
さ
れ
た
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨

時
処
理
法
に
よ
る
借
地
関
係
に
つ
い
て
も
、
借
地
法
第
二
条
の
規
定
を
除
い
て
は
、
借
地
法
Ｉ
し
た
が
っ
て
、
第
一
○
条
も
含
め
て
Ｉ

の
適
当
を
認
め
る
の
が
一
般
的
な
学
説
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
注
釈
民
法
旧
一
一
八
六
頁
、
星
野
・
借
地
借
家
法
（
法
律
学
全
集
）
一
三
頁
）
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
地
主
の
意
思
決
定
の
自
由
を
制
約
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
を
排
除

す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
な
い
。
さ
ら
に
、
割
当
土
地
賃
借
人
の
生
活
基
盤
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
来
的
契
約
関
係
に
接
近
せ
し

め
て
存
在
を
は
か
っ
て
来
ら
れ
た
と
い
う
沿
革
か
ら
し
て
も
、
前
述
の
よ
う
な
機
能
を
有
す
る
借
地
法
第
一
○
条
の
適
用
を
排
除
す
べ

に
な
ろ
う
。

き
理
由
は
な
い
。


